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単元株式数の変更及び定款の一部変更 

並びに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、単元株式数の変更及び定款の一部変更並びに株主優待

制度の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１． 単元株式数の変更について 

(1) 変更の理由 

全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、投資家の皆様により投資しやすい環 

境を整えるため、単元株式数の引下げを行います。 

 

 

(2) 変更の内容 

単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。 

 

 

(3) 変更予定日 

平成30年１月１日（月） 

 

 

２． 定款の一部変更 

(1) 変更の理由 

上記１に記載の趣旨により、単元株式数の変更を行います。



 

(2) 変更の内容 

現行定款と変更後定款は次のとおりです。

（下線は変更部分を示しております） 

 

(3) 効力発生日 

平成30年１月１日（月） 

 

 

３．株主優待制度の変更について 

(1) 変更の理由 

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝申し上げるとともに、より一層当社へのご理解を深めていただきた 

いとの観点から、株主優待制度を採用しております。今般、単元株式数の変更に伴い、当社株式への投資の 

魅力を高め、長期的に当社株式を保有していただける株主様を増やしていくことを目的として、株主優待制度 

を変更いたします。
 

 

(2) 対象となる株主様 

毎年３月31日及び９月30日現在、当社株式を１年以上継続して、１単元(100株)以上保有する株主様を対象と 

いたします。(※1) 
 

 

(3) 変更の内容 

＜変更前＞
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現  行 変  更  後 

（単元株式数）  

第７条  当会社の単元株式数は、1,000株とする。 

〔新  設〕 

 

（単元株式数）  

第７条  当会社の単元株式数は、100株とする。 

附  則 

第７条の変更は、平成30年１月１日（以下、「効力発生

日」という。）から効力が生じるものとする。なお、本附則

は効力発生日をもって削除されるものとする。 

保有株式数 基準日 株主優待内容 

1,000株以上 ３月31日 2,000円相当の当社グループ商品 

1,000株以上 ９月30日 3,000円相当の当社グループ商品 



＜変更後＞

 

 

 

(4) 変更実施時期 

平成30年３月31日現在の株主名簿に記載された株主様を対象とした株主優待より実施いたします。 

 

(※1) １年以上継続保有している株主様とは、毎年３月31日もしくは９月30日現在において、当社株主名簿に、同 

一の株主番号で１年以上継続して記載または記録されている株主様（同一の株主番号で、３月31日及び９月 

30日現在の株主名簿に３回以上連続で記載または記録されている株主様）といたします。 

 

以 上 

 

保有株式数 継続保有期間 基準日 株主優待内容 

1,000株以上 １年以上 
３月31日 2,000円相当の当社グループ商品 

９月30日 3,000円相当の当社グループ商品 

500株以上1,000株未満 １年以上 
３月31日 1,000円分のクオカード 

９月30日 2,000円相当の当社グループ商品 

100株以上500株未満 １年以上 
３月31日 500円分のクオカード 

９月30日 500円分のクオカード 


